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横 浜 薬 科 大 学 

学  則 

 

第１章  総    則 

 

（目的および使命） 
第１条 本学は、日本国憲法、教育基本法、学校教育法の規定するところに従い、

建学の精神である「個性の伸展による人生練磨」を教育理念とし、広く知識を

授けるとともに、深く薬学に関する学術を研究教授し、臨床に関わる実践的能

力をもつ人間性豊かな薬剤師および薬学の専門知識と技術を備えた医薬品開発

関連等の研究者・技術者を育成することを目的とする。 
  これにより、学術の深化と人類の福祉に貢献することを使命とする。 

 
第２章  学部、学科および大学院 

 

（学部、学科） 
第２条 本学に薬学部を置く。 
２ 薬学部に健康薬学科、漢方薬学科、臨床薬学科および薬科学科を置く。 
 
（教育目標） 
第３条 第 1 条に定める目的および使命を達成するため、本学は「個の医療」を

担う実力を備え、惻隠の心を持つ人材（薬剤師、研究者・技術者）の育成、幅

広い専門知識に加えて、豊かな人間性と倫理観、国際感覚を兼ね備えた人材育

成を目指し、学科ごとの教育目標は、次のとおりとする。 
(1) 健康薬学科 
 個人のみならず社会の健康維持を常に意識し、薬食同源の知識をもって疾病

の予防と健康の増進に努め、地域医療や国民のセルフメディケーションの推進

に積極的な役割を果たすことができる薬剤師を育成する。 
(2) 漢方薬学科 
 漢方の経験的な知見を理解し、「未病」の概念に基づいた健康のサポートを実

践するために漢方薬の活用ができ、現代医療において有用性が高まっている漢

方薬に精通した薬剤師を育成する。 
(3) 臨床薬学科 

現代医療に関する教育を通じて、病棟において、疾患を理解した上での薬物治

療に参加し、地域医療において在宅ケアに通じるなど、21 世紀型のチーム医療
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に対応できる薬剤師を育成する。 
(4) 薬科学科 
 生命科学を基盤とした創薬研究の専門知識と技術を備えて生理活性物質の創

製研究に携わることで、薬学の発展に寄与するとともに、先端医療を支え人類

の健康と福祉に貢献する薬科学研究者・技術者を育成する。 
 
（収容定員） 
第４条 本学の学部学科別入学定員および収容定員は下表のとおりとする。 

                       表 

学  部 学  科 入学定員 収容定員 

薬学部 

健康薬学科  ６０人  ３６０人 
漢方薬学科 １２０人  ７２０人 
臨床薬学科 １６０人  ９６０人 
薬科学科  ３０人  １２０人 

合  計 ３７０人 ２,１６０人 
 

（大学院） 

第４条の２ 本学に大学院を置く。 

 ２ 大学院に関する学則は別に定める。 

 

第３章  学年、学期および休業日 

 
（修業年限） 
第５条 健康薬学科、漢方薬学科および臨床薬学科の修業年限は６年とし、薬科

学科の修業年限は４年とする。 

２ 学生は、修業年限の２倍を超えて在学（以下、「在学年限」という。）するこ

とができない。 
３ 前項にかかわらず、健康薬学科、漢方薬学科および臨床薬学科の学生は、1

〜2 年次までは計 4 年間、1〜4 年次までは計 8 年間を超えて在学することがで

きない。 
 
（学 年） 
第６条 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。 
 
（学 期） 
第７条 学年を分けて次の２期とする。期間については原則として以下のとおり

とする。 
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（1）前期    4 月 1 日から   9 月 30 日まで 
（2）後期    10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
 
（休業日） 
第８条 授業を行わない日は次のとおりとする。ただし、国民の祝日および学園

創立者記念日には式典または記念行事を行うことがある。 
（1）日曜日 
（2）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律 178 号）に規定する休日 
（3）学園創立者記念日（10 月 20 日） 
２ 次の期間は授業を休止する。 
（1）春季休業    ３月中旬から       ４月上旬まで 
（2）夏季休業    ８月上旬から       ８月下旬まで 
（3）冬季休業  １２月下旬から   翌年１月上旬まで 
３ 前 2 項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時に授業を休止し、または授業

を行うことがある。 
 

第４章  授業科目および単位数 

 

（授業科目） 
第９条 授業科目は、教養科目（必修科目・選択科目）、専門教育科目（必修科目・

選択科目）および自由科目とする。 
２ 本学における各学科の授業科目、単位数および配当年次は別表－1－1～4 の

とおりとする。 
３ 薬科学科に教職課程を置く。教職課程の授業科目、単位数および配当年次は

別表－1－5 のとおりとする。 
４ 2 項、3 項の授業を多様なメディアを利用して、当該授業を行う教室以外の

場所で履修させることができる。ただし、当該授業で修得する単位数は、60
単位を超えてはならない。 

 
第５章 授業科目の履修および単位算定基準 

 

（授業科目の履修） 
第 10 条 授業科目は、教養科目（必修科目・選択科目）、専門教育科目（必修科

目・選択科目）および自由科目を体系的に各年次に分けて履修する。 
２ 学生は、別に定める「履修規程」により修学しなければならない。 
 
（卒業要件単位数） 
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第 11 条 健康薬学科、漢方薬学科および臨床薬学科の学生は、本学に 6 年以上

在学し、総計 189 単位以上を修得しなければならない。薬科学科の学生は、本

学に 4 年以上在学し、総計 124.5 単位以上を修得しなければならない。 
 
（履修科目の届出） 
第 12 条 学生は、各年次開始前の所定期日までに選択履修を希望する授業科目を

届出て登録しなければならない。 
 
（授業科目の再履修） 
第 13 条 すでに単位を取得した授業科目については、再履修を認めない。 
 
（単位の算定） 
第 14 条 授業科目の単位数は、次の基準により算定するものとする。 
（1）講義および演習については、特別に定めのある場合のほかは、15 時間から

30 時間までの範囲で本学が定める時間をもって 1 単位とする。 
（2）実験、実習および実技については、すべて実験室または実習室等において行

われるものとし、30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間をもって

1 単位とする。 
  ただし、「実務実習 1」および「実務実習 2」については、学外の病院におけ

る 2.5 か月の実習を 10 単位、薬局における 2.5 か月の実習を 10 単位とする。 
（3）卒業研究は、各研究分野における研究をもって健康薬学科、漢方薬学科およ

び臨床薬学科は 10 単位、薬科学科は 20 単位とする。 
 
（1 年間の授業期間） 
第 15 条 1 年間の授業を行う期間は、原則として定期試験等の期間を含め、35

週とする。 
 

第６章  科目修了の認定 

 

（認 定） 
第 16 条 各科目修了の認定は、筆記または口述による試験およびその他適当な方

法による。ただし、実験、実習および実技等については平常の考査をもって認

定することができる。 
  なお、「実務実習 1」および「実務実習 2」については履修規程による。 
２ 各授業科目（「実務実習 1」および「実務実習 2」を除く）について、その授

業時間数の 3 分の 1 以上を欠席した場合、その授業科目の単位認定手続きは行

わない。 
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３ 定められた期日までに所定の手続きを怠り授業料その他の納付金を納入しな

い場合は、全科目につき、単位認定手続きを行わない。 
４ 大学または短期大学を卒業した者、あるいは中途退学した者で、新たに本学

の１年次に入学した学生の既修得単位については、教育上有益と認めるものに

限り、当該単位を、60 単位を超えない範囲で、教授会の意見を聴いて、本学に

おいて修得したものとして認定することができる。ただし、この認定により修

業年限を短縮することはない。 
５ 前項による単位の認定は、専門教育科目（必修科目・選択科目）および教養

科目（必修科目・選択科目）の単位とし、自由科目については、体育実技の単

位とする。 
 
（認定の時期） 
第 17 条 科目修了の認定は、前期末または後期末に行う。 
 
（評 価） 
第 18 条 成績の評価は優、良、可、不可の評語をもって表し、不可は不合格とす

る。 
２ 可以上を合格とし、その合格科目には次年度への進級が年度末において決定

したとき、卒業が決定したとき、又は退学が決定したときに所定の単位を与え

る。 
 
（追認定） 
第 19 条 次の各号の一に該当する学生に対しては、左欄について、右欄の試験を

行うことがある。 
（1）成績不可のとき 〔再試験〕                      
（2）忌引、病気等の止むを得ない理由により定期試験を受けなかったとき   

〔追試験〕 
 

第７章  卒業、学士の学位および免許 

 

（卒 業） 
第 20 条 第５条に規定する修業年限以上在学し、所定の授業科目および単位数を

修得した者について、教授会の意見を聴いて、学長が卒業を許可する。 
なお、休学期間中は、在学年限に含めない。 

 
（学位の授与） 
第 21 条 卒業者には、健康薬学科、漢方薬学科および臨床薬学科 
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は学士（薬学）、薬科学科は学士（薬科学）の学位を授与する。 
 

（免許の種類） 

第 21 条の２ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとす

る。 

（1）中学校教諭一種免許状（理科） 

（2）高等学校教諭一種免許状（理科） 

 

（免許の取得） 

第 21 条の３ 教育職員免許状を取得しようとする者は、前第 20 条および第 21

条の要件を充足し、かつ教育職員免許法および同法施行規則の定めるところに

従い、所定の授業科目を履修し単位を修得しなければならない。 

２ 前項に関する授業科目の履修方法および手続きは、別に定める。 

 
第８章  入学、再入学、編入学、転入学、転学科、休学、復学、退学、転学お

よび留学 

 
（入学の時期） 
第 22 条 入学の時期は学年始めとする。 
 
（入学資格） 
第 23 条 本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 
（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常以外の課程によりこ

れに相当する学校教育を修了した者を含む。） 
（3）外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者、またはこれに

準ずる者で文部科学大臣の指定した者 
（4）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定または

指定した在外教育施設の当該課程を修了した者 
（5）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であること、その他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを

文部科学大臣が定める日以降に修了した者 
（6）文部科学大臣の指定した者 
（7）高等学校卒業程度認定規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 
（8）本学において、個別の入学資格検査により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で、18 歳に達した者 
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（入 学） 
第 24 条 前条の各号の一に該当し、かつ本学所定の選考に合格した者について、

入学を許可する。 
２ 入学選考の方法は別にこれを定める。 
  
（再入学） 
第25条 退学後２年以内に、再入学を願い出た場合に限り、資格審査の上、教授

会の意見を聴いて、学長が再入学を許可することがある。この場合、必要に応

じ再入学試験を課すことがある。ただし、懲戒による退学者については再入 

学を認めないものとする。 
２ 再入学の時期は、学年の始めとする。 
 
（編入学） 
第 26 条 次の各号の一に掲げる者については、編入学を希望する学科に欠員があ

る場合は、教授会の意見を聴いて、学長が編入学を許可することがある。この

際、編入学試験を課す。 
（1）大学を卒業し学士の称号および学位を有する者 
（2）短期大学、高等専門学校を卒業した者 
（3）海外の大学等については別に定める。 
２ 編入学の学年は原則として次のとおりとし、学年、履修科目及び修得単位数

は、教授会の意見を聴いて、学長が認定する。 

（1）前項の第 1 号に該当又は準ずる者  ３年次以下 
（2）前項の第 2 号に該当又は準ずる者  ２年次以下 
３ 編入学の時期は、原則として学年始めとする。 
４ 編入学の細部については、別に定める。 
 
（転入学） 
第 27 条 他の大学の在学生で本学に転入学を希望する者は、希望する学科に欠員

がある場合は、教授会の意見を聴いて、学長が転入学を許可することがある。

この際、転入学試験を課す。 
２ 転入学を許可された者が在学すべき年数、履修科目及び修得単位数は、教授

会の意見を聴いて、学長が認定する。 
３ 転入学の時期は原則として学年始めとする。 
４ 転入学の細部については、別に定める。 
 
（転学科） 
第 27 条の２ 本学の在学生で、６年制学科から薬科学科へ、または薬科学科から
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6 年制学科へ転学科を希望する者が有るときは、教授会の意見を聴いて、学長

が転学科を許可することがある。この際、転学科試験を課す。 
２ 転学科の学年は、２年または３年とする。 

３ 転学科を許可された者の履修科目及び修得単位数は、教授会の意見を聴いて、

学長が認定する。 
４ 転学科の時期は原則として学年始めとする。 
５ 転学科の細部については、別に定める。 
 
 
（入学、再入学、編入学または転入学を許可された者の手続） 
第 28 条 入学、再入学、編入学または転入学を許可された者は、所定の時期まで

に、保証人連署の誓約書および戸籍記載事項証明等を提出しなければならない。 

 
（入学、再入学、編入学または転入学の取消） 
第 29 条 入学、再入学、編入学、転入学を許可された者が正当な理由なくして所

定の期日までに前条の手続きが完了しないときは、その許可を取り消す。 

 
（休 学） 
第 30 条 病気その他止むを得ない理由により２か月以上学修することが出来な

い者が理由を具し、保証人連署で願い出れば教授会の意見を聴いて、学長が休

学を許可する。 
 
（休学期間） 
第 31 条 休学の期間は、１年を超えることができない。ただし、特別の事情があ

るときは、さらに１年以内の休学を許可することができる。 
２ 休学の期間は、通算して健康薬学科、漢方薬学科および臨床薬学科において

は６年を、薬科学科においては４年を超えることができない。 

３ 休学の細部については、別に定める。 

 
（復 学） 
第32条 復学の時期は、学期始めとする。 

２ 休学の期間が満了すれば、学長の許可を得て復学となる。ただし、休学期間

の満了前であっても、休学を許可されてから２か月以上を経過して休学理由が

消滅した者が理由を具し、保証人連署で願い出れば休学期間の満了前に教授会

の意見を聴いて、学長が復学を許可することができる。 

３ 復学の細部については、別に定める。 
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（退 学） 
第 33 条 退学を希望する者が理由を具し、保証人連署で願い出れば教授会の意見

を聴いて、学長が退学を許可する。 
２ 第５条の２または３に該当することとなった者は、教授会の意見を聴いて、

学長が退学とする。 
 
（転学および留学） 
第 34 条 他の学校へ転学しようとする者が、理由を具し、保証人連署で願い出れ

ば、教授会の意見を聴いて、学長が転学を許可する場合がある。 
２ 外国の大学または短期大学で学修（以下、「留学」という。）しようとする者

が、理由を具し、保証人連署で願い出れば、教授会の意見を聴いて、学長がそ

の学修を許可する。 
３ 前項の許可を得て留学した期間は、第 20 条に定める在学年限に含めること

がある。この場合における単位の認定は、第 16 条の規定を準用する。 
 
 
 

第９章  検定料、学生納付金および試験料等 

 

（検定料） 
第 35 条 入学、再入学、編入学および転入学を志願する者ならびに科目等履修生、

委託生、研究生および留学生を希望する者は、別表－2 に定める検定料を納入

しなければならない。 
 
（入学時学生納付金） 
第 36 条 入学、再入学、編入学および転入学者は、入学に当り別表－3 に定める

入学時学生納付金（以下、「入学時学納金」という。）を納入しなければならな

い。 
２ 次の各号の一に該当するときは、入学時学納金の一部または全部を減免する

ことがある。 
（1） 特待生として入学を認められたもの 
（2） 出身校の校長から特に推薦されたもの 
 
（学生納付金） 
第 37 条 学生は、在学期間中別表－4 に定める学生納付金（以下、「学納金」と

いう。）を納入しなければならない。 
２ 科目等履修生、委託生、研究生、留学生および外国人学生については、別表
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－５－１のとおりとする。 
３ 第 21 条の２の教育職員免許状取得に関する授業科目を履修する学生は、所定

の期限までに別表－５－２に定める教職課程履修費を納付しなければならな

い。 

４ 休学を許可された学生は、休学期間中、在籍料として授業料の１／３を納入

しなければならない。 

なお、在籍料の細部については、別に定める。 

５ 退学し、または除籍となった学生は、その納期に属する学納金を納入しなけ

ればならない。 
６ 停学を命ぜられた学生は、その期間中の授業料を納入しなければならない。 
 
（納入猶予） 
第 38 条 学納金の納入が困難な場合は、その都度、学長に猶予を願い出てその許

可を得なければならない。 
２ 猶予の期間は 3 か月以内とする。ただし、その年度を超すことはできない。 
 
 
（試験料） 
第 39 条 追試験および再試験料の金額は、別表－6 のとおりとする。 
 
（納入金の還付） 
第 40 条 一旦納入した検定料、学納金および試験料は、理由の如何にかかわらず

返還しない。 
２ 学納金を一括納入した場合は、第 37 条第 3 項および第 4 項の規定により納入

すべきとされている金額以外の金額は、前項の規定にかかわらず納入した者の

申し出により、返還する。 

 
第 10 章  除籍および賞罰 

 

（除 籍） 
第 41 条 次号に該当する者は、教授会の意見を聴いて、学長がこれを除籍する。 
（1）学納金を滞納し、督促を受けても所定期日までに納入しない者 
 
（表 彰） 
第 42 条 学生が、他の模範となる行為のあった場合は、教授会の意見を聴いて、

学長がこれを表彰することがある。 
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（懲 戒） 
第 43 条 学生が、学則および諸規程に背き学校の秩序を乱し、その他学生として

の本分に反する行為があった場合、教授会の意見を聴いて、学長がこれを懲戒

する。 
２ 懲戒は譴責、停学および退学とする。 
３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に行う。 
（1） 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
（2） 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 
（3） 正当な理由がなく出席が常でない者 
（4） 本学の秩序を乱した者 
（5） その他、学生の本分に反した者 

 
第 11 章  職員組織 

 

（職員組織） 
第 44 条 本学に、学園総長、学園副総長、学長、副学長、学長補佐、学部長、教

授、准教授、講師、助教、助手、事務職員および技術職員を置く。 
(1) 学園総長は、教学を総理する。 

(2) 学園副総長は、学園総長を補佐する。 

(3) 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

(4) 副学長は、大学の円滑かつ柔軟な運営を図るため、学長を助け、命を受けて

校務をつかさどる。 

(5) 学長補佐は、学長の職務を補佐し、学長から委任された業務を代行する。 

(6) 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 

(7）教授は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の特に優れた知識、

能力および実績を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、ま

たは研究に従事する。 

(8）准教授は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、

能力及び実績を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、また

は研究に従事する。 

(9）講師は、教授または准教授に準ずる職務に従事する。 

(10）助教は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の知識および能

力を有するものであって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に

従事する。 

(11）助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に

従事する。 

(12）その他の職員は、上司の命を受けて所定の任務に服する。 
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第 12 章  教授会 

 

（教授会） 
第 45 条 本学に、教授会を置く。 
２ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べる

ものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見

を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 

３ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する

事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

４ 教授会の細部については、別に定める。 

 

第 13 章  附属施設 

 

（図書館） 
第 46 条 本学に図書館を置く。    
２ 図書館は、図書、文献および研究資料を収集管理し教職員および学生の閲覧

に供する。 
３ 図書館には館長、司書および事務職員を置く。 
（1） 館長は、教授をもって充て、図書館業務を統轄する。 
（2） 司書は、図書館業務を掌る。 
（3） 事務職員は、図書館の管理運営の事務にあたる。 
４ 図書館の管理運営の細部は、別に定める。 

 

（薬用植物園） 
第 47 条 本学に薬用植物園を置く。 
２ 薬用植物園の管理運営の細部は、別に定める。 
 
（薬学教育センター） 
第 48 条 本学に薬学教育センターを置く。 
２ センター長には本学の教授をもって充てる。 
３ 薬学教育センターの管理運営の細部は、別に定める。 
 
（実務実習センター） 
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第 49 条 本学に実務実習センターを置く。 
２ センター長には本学の教授をもって充てる。 
３ 実務実習センターの管理運営の細部は、別に定める。 
 
（教職課程センター） 

第 49 条の２ 本学に教職課程センターを置く。 

２ センター長には本学の教授をもって充てる。 

３ 教職課程センターの管理運営の細部は、別に定める。 

 

（その他の附属施設） 

第 49条の３ 第 46条から第 49条の２までの施設以外の附属施設は、別に定める。 

 
第 14 章  厚生保健 

 

（保 健） 
第 50 条 本学に医務室を置く。 
２ 学生は、毎年所定の健康検査を受けなければならない。 
３ 学長は、学生の健康管理の必要に応じ、集団生活に不適当な者および学業履

修が困難と判定された者に対して、治療を命じ、登学を停止し、または休学を

命じることがある。 
 

第 15 章  寄宿舎 

 

（寄宿舎） 
第 51 条 本学に寄宿舎を置く。 
２ 寄宿舎の細部は、別に定める。 
 
第 16 章  科目等履修生、委託生、研究生、留学生および外国人学生 

 

（科目等履修生） 
第 52 条 学部の授業科目の 1 または数科目について履修を希望する者は、学部

の授業または研究に妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が履修を許

可することがある。 
２ 科目等履修生を出願できる者は第 23 条の入学資格を有する者に限る。 
３ 科目等履修を許可する期間は前期もしくは後期の 1 期間または１年とする。 

ただし、その都度願い出て引続き履修することを妨げない。 
４ 科目等履修生は、その履修した科目について願い出により試験を受けること
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ができる。 
５ 科目等履修生として履修した科目について修了試験に合格した場合は、所要

の単位を与える。 
６ 科目等履修生として単位を取得した場合は、本人の請求により成績証明を交

付する。 
７ 科目等履修生として取得した単位は、第 10 条の卒業要件単位数に、また、

在学した年数は、第 19 条の在学年限に含めることはできない。 
 
（委託生） 
第 53 条 国、地方公共団体または公共の機関から、委託生の願い出があるときは、

本学学部の授業および研究に妨げのない限り、選考のうえ受け入れる。 
 
（研究生および留学生） 
第 54 条 本学において特定の研究を希望する者があるときは、教育研究に支障な

い限り、研究生として入学を許可することがある。 
２ 前条以外の機関から派遣される者があるときは、前項に準じて留学生として

入学を許可することがある。 
 
（外国人学生） 
第 55 条 本学に入学を希望する外国人があるときは、第 24 条により選考のうえ

入学を許可する。 
２ 入学を許可された外国人学生は、本学の学生として本学則を適用する。 
 

第 17 章  自己点検・自己評価 

 

（自己点検・自己評価） 
第 56 条 本学は、第１条の目的および社会的使命を達成するために、教育研究活

動等の状況について自己点検評価を行い、教育研究水準の向上および活性化を

図るものとする。 
２ 自己点検・自己評価に関する規程は、別に定める。 
 

第 18 章  公開講座その他 

 
（公開講座） 
第 57 条 社会人の教養を高め、我が国の文化の向上に資するため、本学に公開講

座を設けることができる。 
２ 高大連携校生徒の大学教育への関心を高め、専門的な学習に触れる機会を提
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供するため、高大連携校のための公開講座を設けることができる。細部につい

ては、別に定める。 
 
（委任規定） 
第 58 条 この学則の施行細則は、学長が定める。 
 
附 則 

1 この学則は平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
2 この学則の改廃は、理事会の議を経てこれを行い、設置者がこれを文部科学

大臣に届出るものとする。 
附 則 

 この学則は平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 23 年 4 月 1 日から施行する。但し、第３７条第３項の規定は、

平成 23 年４月から休学する学生全員に適用する。 
附 則 

 この学則は平成 24 年 4 月 1 日から施行し、平成 24 年 4 月 1 日以降入学した学

生から適用する。 
附 則 

 この学則は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 25 年 8 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 26 年 7 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 27 年 10 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 28 年 4 月 3 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 28 年 10 月 1 日から施行する。 
附 則 
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 この学則は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この学則は平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

 この学則は令和２年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

この学則は令和 3 年 4 月 1 日から施行する。但し、第５条第３項の規定は、令

和 3 年 4 月 1 日以降入学した学生から適用する。 
附 則 

この学則は令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 



健康薬学科

授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位

基礎英語１ 1 薬学英語２ 1 薬学英語３ 1 薬学英語４ 1 薬学英語５ 1

情報科学入門 1

心理学 1

教養化学 1.5

教養生物学 1.5

教養物理学 1.5

基礎数学 1.5

基礎英語２ 1

薬学英語１ 1

情報処理演習 1

国語表現法 1

医療と哲学 1

人間と哲学 1

社会と法律 1

社会と経済 1

医療と経済 1

医療と法律 1

社会福祉学 1

英会話１ 1

ドイツ語１ 1

中国語１ 1

英会話２ 1

ドイツ語２ 1

中国語２ 1

運動生理学 1 精神と健康 1 食品機能学 1 食品安全性学 1 環境毒性学 1 医療と栄養 1

運動と健康 1 未病学 1 生活習慣病特論 1 産業保健論 1

生活環境と健康 1

薬学概論 1 社会薬学２ 1.5 医療倫理学 1.5

社会薬学１ 1

早期体験学習 0.5

基礎統計学 1

有機化学１ 1.5 有機化学３ 1.5 医薬品化学１ 1

基礎化学講座 1.5 有機化学４ 1.5 医薬品化学２ 1

有機化学２ 1.5 生薬学 1.5 天然物化学 1.5

薬用植物学 1

分析化学１ 1 分析化学２ 1 臨床放射線科学 1.5 薬局方試験法 1

分光分析学 1

薬品物理化学１ 1.5

構造解析学 1

薬品物理化学２ 1.5

機能形態学１ 1.5 機能形態学３ 1.5 分子生物学１ 1.5

機能形態学２ 1.5 生化学２ 1.5 分子生物学２ 1.5

細胞生物学 1.5 生化学３ 1 微生物薬品学 1.5

生化学１ 1.5 微生物学 1.5

栄養学 1 免疫学 1.5

食品衛生学 1.5 公衆衛生学 1.5

環境衛生学１ 1.5

環境衛生学２ 1.5

薬理学１ 1.5 薬理学３ 1.5 臨床薬物動態学 1

薬理学２ 1.5 薬理学４ 1.5 医療統計学 1

物理薬剤学１ 1 薬物動態学１ 1 基礎漢方薬学１ 1

薬物動態学２ 1

物理薬剤学２ 1

製剤学 1.5

病態・薬物治療学１ 1.5 病態・薬物治療学２ 1.5 病態・薬物治療学４ 1.5 疾患別治療特論２ 1

病態・薬物治療学３ 1.5 悪性腫瘍治療学 1 処方解析演習 1

感染症治療学 1 医薬品情報学 1 臨床薬剤学 1

症候学・臨床検査学 1 臨床薬理学１ 0.5

調剤学 1.5 臨床薬理学２ 1

薬物と健康 1 疾患別治療特論１ 1

フィジカルアセスメント 1 医療コミュニケーション論 1

薬事法規・制度１ 0.5 医薬品副作用学 1.5

薬事法規・制度２ 1 薬事法規・制度３ 1

医療福祉制度 1
処方解析 1

実務実習プレ教育 8

生物系実習１ 1 薬剤学実習１ 1 薬剤学実習３ 0.5 実務実習（薬局） 10 薬学総合演習 6

物理系実習１ 1 薬理学実習 1 フィジカルアセスメント実習 0.5 実務実習（病院） 10

化学系実習１ 1 薬剤学実習２ 1 化学系薬学演習 0.5 実務実習ポスト教育 1

生物系実習２ 1 衛生薬学実習 1 物理系薬学演習 0.5

物理系実習２ 1 生物系薬学演習１ 0.5

化学系実習２ 1 生物系薬学演習２ 0.5

薬理系薬学演習１ 0.5

薬理系薬学演習２ 0.5

衛生系薬学演習 0.5

薬剤系薬学演習 0.5

法規系薬学演習 0.5

卒業研究 0.5 卒業研究 8.5 卒業研究 1

サプリメント・香粧品論 1

新薬論 1

免疫と感染特論 1

地域薬局論 1

薬膳論 1

体育実技 1.5 薬剤学実習４ /

注1　（　　）の数字は最低修得単位数を示す。　　注２　各学年とも年間修得できる単位数の上限を４５単位とする。

別表-１-１

カ　リ　キ　ュ　ラ　ム　表　（2015年以降入学学生に対応）

区　　分
１　年　次 ２　年　次 ３　年　次 ４　年　次 ５　年　次 ６　年　次

教
　
養
　
科
　
目

必
修
科
目

専
門
関
連

選
択
科
目

人
文
・
社
会

外
国
語

0単位（0単位）

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

必
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

学
科
専
攻

導
入

化
学
系

物
理
系

生
物
系

衛
生
系

基
礎
医
療
系

小　計 26単位（18単位） 1単位(1単位） 1単位（1単位） 1単位（1単位） 1単位（1単位）

自由科目
海外で学ぶ実践英会話　2単位、海外で学ぶ薬学(タイ、台湾、韓国、米国　ピッツバーグ、米国　ハワイ)　 各１単位   ※1年次に7単位計上

臨
床
医
療
系

実
習
・
演
習

選
択
科
目

専
門
関
連

小　　計 19単位（19単位） 34単位（34単位） 38単位（38単位） 31.5単位（31.5単位） 31.5単位（31.5単位） 18単位（14単位）

18単位（14単位）

総　計 卒業要件単位数　189単位　　　　　　総単位　209.5単位　（修得単位189単位(専門教育科目の選択科目1単位を含む）)

17

合　計 53.5単位（37単位） 35単位（35単位） 39単位（39単位） 32.5単位（32.5単位） 31.5単位（31.5単位）



臨床薬学科

授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位
基礎英語１ 1 薬学英語２ 1 薬学英語３ 1 薬学英語４ 1 薬学英語５ 1

情報科学入門 1

心理学 1

教養化学 1.5

教養生物学 1.5

教養物理学 1.5

基礎数学 1.5

基礎英語２ 1

薬学英語１ 1

情報処理演習 1

国語表現法 1

医療と哲学 1

人間と哲学 1

社会と法律 1

社会と経済 1

医療と経済 1

医療と法律 1

社会福祉学 1

英会話１ 1

ドイツ語１ 1

中国語１ 1

英会話２ 1

ドイツ語２ 1

中国語２ 1

介護学概論 1 看護学概論 1 運動療法概論 1 創薬化学特論 1 救急医療概論 1 医薬品評価特論 1

リハビリテーション概論 1 医学概論 1 リスクマネージメント論 1 高度先端医療論 1

疾病予防学 1

薬学概論 1 社会薬学２ 1.5 医療倫理学 1.5

社会薬学１ 1

早期体験学習 0.5

基礎統計学 1

有機化学１ 1.5 有機化学３ 1.5 医薬品化学１ 1

基礎化学講座 1.5 有機化学４ 1.5 医薬品化学２ 1

有機化学２ 1.5 生薬学 1.5 天然物化学 1.5

薬用植物学 1

分析化学１ 1 分析化学２ 1 臨床放射線科学 1.5 薬局方試験法 1

分光分析学 1

薬品物理化学１ 1.5

構造解析学 1

薬品物理化学２ 1.5

機能形態学１ 1.5 機能形態学３ 1.5 分子生物学１ 1.5

機能形態学２ 1.5 生化学２ 1.5 分子生物学２ 1.5

細胞生物学 1.5 生化学３ 1 微生物薬品学 1.5

生化学１ 1.5 微生物学 1.5

栄養学 1 免疫学 1.5

食品衛生学 1.5 公衆衛生学 1.5

環境衛生学１ 1.5

環境衛生学２ 1.5

薬理学１ 1.5 薬理学３ 1.5 臨床薬物動態学 1

薬理学２ 1.5 薬理学４ 1.5 医療統計学 1

物理薬剤学１ 1 薬物動態学１ 1 基礎漢方薬学１ 1

薬物動態学２ 1

物理薬剤学２ 1

製剤学 1.5

病態・薬物治療学１ 1.5 病態・薬物治療学２ 1.5 病態・薬物治療学４ 1.5 疾患別治療特論２ 1

病態・薬物治療学３ 1.5 悪性腫瘍治療学 1 処方解析演習 1

感染症治療学 1 医薬品情報学 1 臨床薬剤学 1

症候学・臨床検査学 1 臨床薬理学１ 0.5

調剤学 1.5 臨床薬理学２ 1

薬物と健康 1 疾患別治療特論１ 1

フィジカルアセスメント 1 医療コミュニケーション論 1

薬事法規・制度１ 0.5 医薬品副作用学 1.5

薬事法規・制度２ 1 薬事法規・制度３ 1

医療福祉制度 1
処方解析 1

実務実習プレ教育 8

生物系実習１ 1 薬剤学実習１ 1 薬剤学実習３ 0.5 実務実習（薬局） 10 薬学総合演習 6

物理系実習１ 1 薬理学実習 1 フィジカルアセスメント実習 0.5 実務実習（病院） 10

化学系実習１ 1 薬剤学実習２ 1 化学系薬学演習 0.5 実務実習ポスト教育 1

生物系実習２ 1 衛生薬学実習 1 物理系薬学演習 0.5

物理系実習２ 1 生物系薬学演習１ 0.5

化学系実習２ 1 生物系薬学演習２ 0.5

薬理系薬学演習１ 0.5

薬理系薬学演習２ 0.5

衛生系薬学演習 0.5

薬剤系薬学演習 0.5

法規系薬学演習 0.5

卒業研究 0.5 卒業研究 8.5 卒業研究 1

サプリメント・香粧品論 1

新薬論 1

免疫と感染特論 1

地域薬局論 1

薬膳論 1

体育実技 1.5 薬剤学実習４ /

注1　（　　）の数字は最低修得単位数を示す。　　注２　各学年とも年間修得できる単位数の上限を４５単位とする。

別表-１-２

カ　リ　キ　ュ　ラ　ム　表　（2015年以降入学学生に対応）

区　　分
１　年　次 ２　年　次 ３　年　次 ４　年　次 ５　年　次 ６　年　次

教
　
養
　
科
　
目

必
修
科
目

専
門
関
連

選
択
科
目

人
文
・
社
会

外
国
語

0単位（0単位）

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

必
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

学
科
専
攻

導
入

化
学
系

物
理
系

生
物
系

衛
生
系

基
礎
医
療
系

小　計 26単位（18単位） 1単位(1単位） 1単位（1単位） 1単位（1単位） 1単位（1単位）

自由科目
海外で学ぶ実践英会話　2単位、海外で学ぶ薬学(タイ、台湾、韓国、米国　ピッツバーグ、米国　ハワイ)　各１単位 ※1年次に7単位計上

臨
床
医
療
系

実
習
・
演
習

選
択
科
目

専
門
関
連

小　　計 19単位（19単位） 34単位（34単位） 38単位（38単位） 31.5単位（31.5単位） 31.5単位（31.5単位） 18単位（14単位）

18単位（14単位）

総　計 卒業要件単位数　189単位　　　　　　総単位　209.5単位　（修得単位189単位(専門教育科目の選択科目1単位を含む）)

18

合　計 53.5単位（37単位） 35単位（35単位） 39単位（39単位） 32.5単位（32.5単位） 31.5単位（31.5単位）



漢方薬学科

授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位

基礎英語１ 1 薬学英語２ 1 薬学英語３ 1 薬学英語４ 1 薬学英語５ 1

情報科学入門 1

心理学 1

教養化学 1.5

教養生物学 1.5

教養物理学 1.5

基礎数学 1.5

基礎英語２ 1

薬学英語１ 1

情報処理演習 1

国語表現法 1

医療と哲学 1

人間と哲学 1

社会と法律 1

社会と経済 1

医療と経済 1

医療と法律 1

社会福祉学 1

英会話１ 1

ドイツ語１ 1

中国語１ 1

英会話２ 1

ドイツ語２ 1

中国語２ 1

漢方入門 1 本草学 1 基礎漢方処方学 1 漢方薬効解析・薬理学 1 漢方処方解析１ 1 漢方処方解析２ 1

伝統医薬学 1 漢方薬物学 1 基礎漢方薬学２ 1 臨床漢方治療学 1

漢方治療学総論 1

薬学概論 1 社会薬学２ 1.5 医療倫理学 1.5

社会薬学１ 1

早期体験学習 0.5

基礎統計学 1

有機化学１ 1.5 有機化学３ 1.5 医薬品化学１ 1

基礎化学講座 1.5 有機化学４ 1.5 医薬品化学２ 1

有機化学２ 1.5 生薬学 1.5 天然物化学 1.5

薬用植物学 1

分析化学１ 1 分析化学２ 1 臨床放射線科学 1.5 薬局方試験法 1

分光分析学 1

薬品物理化学１ 1.5

構造解析学 1

薬品物理化学２ 1.5

機能形態学１ 1.5 機能形態学３ 1.5 分子生物学１ 1.5

機能形態学２ 1.5 生化学２ 1.5 分子生物学２ 1.5

細胞生物学 1.5 生化学３ 1 微生物薬品学 1.5

生化学１ 1.5 微生物学 1.5

栄養学 1 免疫学 1.5

食品衛生学 1.5 公衆衛生学 1.5

環境衛生学１ 1.5

環境衛生学２ 1.5

薬理学１ 1.5 薬理学３ 1.5 臨床薬物動態学 1

薬理学２ 1.5 薬理学４ 1.5 医療統計学 1

物理薬剤学１ 1 薬物動態学１ 1 基礎漢方薬学１ 1

薬物動態学２ 1

物理薬剤学２ 1

製剤学 1.5

病態・薬物治療学１ 1.5 病態・薬物治療学２ 1.5 病態・薬物治療学４ 1.5 疾患別治療特論２ 1

病態・薬物治療学３ 1.5 悪性腫瘍治療学 1 処方解析演習 1

感染症治療学 1 医薬品情報学 1 臨床薬剤学 1

症候学・臨床検査学 1 臨床薬理学１ 0.5

調剤学 1.5 臨床薬理学２ 1

薬物と健康 1 疾患別治療特論１ 1

フィジカルアセスメント 1 医療コミュニケーション論 1

薬事法規・制度１ 0.5 医薬品副作用学 1.5

薬事法規・制度２ 1 薬事法規・制度３ 1

医療福祉制度 1
処方解析 1

実務実習プレ教育 8

生物系実習１ 1 薬剤学実習１ 1 薬剤学実習３ 0.5 実務実習（薬局） 10 薬学総合演習 6

物理系実習１ 1 薬理学実習 1 フィジカルアセスメント実習 0.5 実務実習（病院） 10

化学系実習１ 1 薬剤学実習２ 1 化学系薬学演習 0.5 実務実習ポスト教育 1

生物系実習２ 1 衛生薬学実習 1 物理系薬学演習 0.5

物理系実習２ 1 生物系薬学演習１ 0.5

化学系実習２ 1 生物系薬学演習２ 0.5

薬理系薬学演習１ 0.5

薬理系薬学演習２ 0.5

衛生系薬学演習 0.5

薬剤系薬学演習 0.5

法規系薬学演習 0.5

卒業研究 0.5 卒業研究 8.5 卒業研究 1

サプリメント・香粧品論 1

新薬論 1

免疫と感染特論 1

地域薬局論 1

薬膳論 1

体育実技 1.5 薬剤学実習４ /

注1　（　　）の数字は最低修得単位数を示す。　　注２　各学年とも年間修得できる単位数の上限を４５単位とする。

別表-１-３

カ　リ　キ　ュ　ラ　ム　表　（2015年以降入学学生に対応）

区　　分
１　年　次 ２　年　次 ３　年　次 ４　年　次 ５　年　次 ６　年　次

教
　
養
　
科
　
目

必
修
科
目

専
門
関
連

選
択
科
目

人
文
・
社
会

外
国
語

0単位（0単位）

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

必
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

学
科
専
攻

導
入

化
学
系

物
理
系

生
物
系

衛
生
系

基
礎
医
療
系

小　計 26単位（18単位） 1単位(1単位） 1単位（1単位） 1単位（1単位） 1単位（1単位）

自由科目
海外で学ぶ実践英会話　2単位、海外で学ぶ薬学(タイ、台湾、韓国、米国　ピッツバーグ、米国　ハワイ)　各１単位 ※1年次に7単位計上

臨
床
医
療
系

実
習
・
演
習

選
択
科
目

専
門
関
連

小　　計 19単位（19単位） 34単位（34単位） 38単位（38単位） 31.5単位（31.5単位） 31.5単位（31.5単位） 18単位（14単位）

18単位（14単位）

総　計 卒業要件単位数　189単位　　　　　　総単位　209.5単位　（修得単位189単位(専門教育科目の選択科目1単位を含む）)
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合　計 53.5単位（37単位） 35単位（35単位） 39単位（39単位） 32.5単位（32.5単位） 31.5単位（31.5単位）



薬科学科

授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位 授　業　科　目 単位

基礎英語１ 1 薬学英語２ 1 薬学英語３ 1

情報科学入門 1

心理学 1

教養化学 1.5

教養生物学 1.5

教養物理学 1.5

基礎数学 1.5

基礎英語２ 1

薬学英語１ 1

国語表現法 1

医療と哲学 1

情報処理演習 1

人間と哲学 1

社会と法律 1

社会と経済 1

医療と経済 1

医療と法律 1

社会福祉学 1

英会話１ 1

中国語１ 1

ドイツ語１ 1

英会話２ 1

中国語２ 1

ドイツ語２ 1

薬学概論 1 医学概論 1

社会薬学１ 1

早期体験学習 0.5

基礎統計学 1

有機化学1 1.5 有機化学３ 1.5 医薬品化学 1.5 薬品合成２ 1.5

有機化学２ 1.5 生薬学 1.5 天然有機化学 1.5

基礎化学講座 1.5 有機化学４ 1.5 薬品合成１ 1.5

医薬品開発概論 1.5

薬用植物学 1 薬学企業概論 1.5 香粧品科学 1.5

分析化学１ 1 分析化学２ 1 臨床放射線科学 1

分光分析学 1

構造解析学 1

薬品物理化学１ 1.5

薬品物理化学２ 1.5

機能形態学１ 1.5 機能形態学３ 1.5 分子生物学１ 1.5

機能形態学２ 1.5 生化学２ 1.5 分子生物学２ 1.5

栄養学 1 生化学３ 1

細胞生物学 1.5 微生物学 1.5

生化学１ 1.5 免疫学 1.5

薬理学１ 1.5 薬理学３ 1.5

薬理学２ 1.5 機能性物質学 1.5

薬物動態学 1 物理薬剤学 1

食品衛生学 1.5 薬理学４ 1.5

医療倫理学 1.5 毒性学 1.5

臨床解析学 1.5

生物系実習１ 1 薬学文献講読１ 1.5 薬学文献講読３ 1.5

物理系実習１ 1 薬学文献講読２ 1.5 薬学文献講読４ 1.5

化学系実習１ 1 薬学プレゼンテーション１ 1.5 薬学プレゼンテーション２ 1.5

生物系実習２ 1 卒業研究１ 5 卒業研究３ 5

物理系実習２ 1 卒業研究２ 5 卒業研究４ 5

化学系実習２ 1

漢方入門 1 食品機能学 1 食品安全性学 1

運動生理学 1 薬物と健康 1

一般漢方薬学 1

体育実技 1.5

注1　（　　）の数字は最低修得単位数を示す。　　注２　各学年とも年間修得できる単位数の上限を４５単位とする。

別表-１-４

履　修　規　程　カ　リ　キ　ュ　ラ　ム　表

区　　分
１　年　次 ２　年　次 ３　年　次 ４　年　次

教

養

科

目

必

修

科

目

専
門
関
連

選
択
科
目

人
文
・
社
会

外
国
語

小　計 26単位（18単位） 1単位（1単位） 1単位（1単位） 0単位（0単位）

専

門

教

育

科

目

必

修

科

目

導
入

創
薬
化
学
系

薬
品
分
析
系

医
療
生
物
系

基
礎
医
療
系

臨
床
医
療
系

実
習
・
演
習

選
択
科
目

専
門
関
連

37.5単位（35.5単位） 18.5単位（18.5単位）
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合　計 53.5単位（37単位） 32.5単位（32.5単位） 38.5単位（36.5単位） 18.5単位（18.5単位）

総　計 卒業要件単位数　124.5単位 総単位　143単位　（修得単位　124.5単位）

自由科目
海外で学ぶ実践英会話　2単位、海外で学ぶ薬学(タイ、台湾、韓国、米国　ピッツバーグ、米国　ハワイ)　各１単位  ※1年次に7単位計上

小　　計 19単位（19単位） 31.5単位（31.5単位）



授業科目 中学 高校 授業科目 中学 高校 授業科目 中学 高校 授業科目 中学 高校 中学 高校

教養化学 ※ 1.5 1.5 薬品物理化学１    ※ 1.5 1.5 天然有機化学  ※ 1.5 1.5

教養生物学    ※ 1.5 1.5 地学概説Ⅱ 2 2 薬品合成１    ※ 1.5 1.5

教養物理学    ※ 1.5 1.5 化学系実習1 ※ 1 1 分子生物学１  ※ 1.5 1.5

分析化学１    ※ 1 1 生物系実習1 ※ 1 1 理科教育法３ 2 2

薬用植物学    ※ 1 1 物理学実験 2 2 理科教育法４ 2 2

地学概説Ⅰ 1 1 化学系実習2 ※ 1 1 地学実験 1 1

地学実験（分割） 1 1 生物系実習2 ※ 1 1

理科教育法１ 2 2

理科教育法２ 2 2

小計 必修科目 8.5 8.5 13.5 13.5 9.5 9.5 0 0 31.5 31.5

教育基礎論
（原理・教育史）

2 2 特別支援教育概論 2 2
教育制度
（法規・制度・行政）

2 2

教職概論 2 2 教育課程論 2 2 教育の心理学 2 2

教育実地研究 2 2

必修科目

（選択科目）

特別活動・総合的な学
習の時間指導法

2 2 教育相談 2 2

教育方法・技術論 2 2
生徒進路・指導論
（キャリア教育）

2 2

道徳教育 2

小計 必修科目 0 0 6 4 4 4 0 0 10 8

（介護等体験） 教育実習研究
（事前事後指導を含む）

1 1

教育実習Ⅰ 2 2

教育実習Ⅱ 2 (2)

教職実践演習 2 2

小計 必修科目 0 0 0 0 0 0 7
5
(2)

7
5
(2)

道徳教育 2

小計 必修科目 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

日本国憲法 2 2

体育実技 ※ 1.5 1.5

運動科学概論 1 1

英会話１ ※ 1 1

英会話２ ※ 1 1

情報科学入門  ※ 1 1

情報処理演習  ※ 1 1

小計 必修科目 8.5 8.5 0 0 0 0 0 0 8.5 8.5

必修科目 5 69

（選択科目） (2) (2)

67 67

21

資格認定に必須の履修単位数

17.5 17.5 7

修得
必須
8

修得
必須
8

71合計 23.0 23.0 23.5 23.5

0 0

施
行
規
則
第
６
６
条
の
６
に

関
す
る
科
目

道
徳
、

総
合
的
な
学
習

の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、

教
育
相

談
等
に
関
す
る
科
目

4

修得
必須
10

修得
必須
8

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

修得
必須
4

修得
必須12

教
育
実
践
に
関

す
る
科
目

修得
必須
7

修得
必須
5

14

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る

科
目

修得
必須
28

修得
必須24

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

修得
必須
10

修得
必須10

小計 6 6 4 144 4

教 職 課 程 カ リ キ ュ ラ ム 表 別表-1-5

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 単位数
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別表－２ 
（検定料） 

項    目 納 付 金 額 

入学検定料 ３５,０００ 円  

 
 
 

別表－３ 
（入学時学納金） 

項    目 
納付金額（入学時のみ） 

薬科学科（４年制） 薬学科（６年制） 

入  学  金  ４００,０００ 円 ４００,０００ 円 

授  業  料 １,５００,０００ 円 １,９００,０００ 円 

教育充実費 ５０,０００ 円 ５０,０００ 円 

合    計 １,９５０,０００ 円 ２,３５０,０００ 円 

 
 

別表－４－１ 
（２年次以降の学納金（令和２年度以降の入学生）） 

項    目 
納付金額 

薬科学科（４年制） 薬学科（６年制） 

授  業  料 １,５００,０００ 円 １,９００,０００ 円 

施設充実費 ３４０,０００ 円 ４００,０００ 円 

教育充実費 ５０,０００ 円 ５０,０００ 円 

合    計 １,８９０,０００ 円 ２,３５０,０００ 円 

 

 

別表－４－２ 
（２年次以降の学納金（令和１年度の入学生）） 

項    目 納付金額 
薬科学科（４年制） 薬学科（６年制） 

授  業  料 １,５００,０００ 円 １,９００,０００ 円 

施設充実費 ３４０,０００ 円 ４００,０００ 円 

合   計 １,８４０,０００ 円 ２,３００,０００ 円 
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別表－４－３ 

（２年次以降の学納金（平成 27年度以降平成 30年度までの入学生））   

項    目 納付金額 
薬科学科（４年制） 薬学科（６年制） 

授  業  料 １,５００,０００ 円 １,９００,０００ 円 

施設充実費 ２４０,０００ 円 ３００,０００ 円 

合   計 １,７４０,０００ 円 ２,２００,０００ 円 

 
 
 

別表－４－４ 
（２年次以降の学納金（平成 26年度以前の入学生））          

項  目 納 付 金 額 

授  業  料 １，８００，０００ 円  

施設充実費 ３００，０００ 円  

合   計 ２，１００，０００ 円  

 
 
 

別表－５－１ 
（科目等履修生等納付金） 

  項 目 納 付 金 額（月額） 

科目等履修生 

１件または１科目につき、１０,０００ 円 
委 託 生 

研 究 生 

留  学  生 

外 国 人 学 生 第 35 条、第 36 条および第 37 条を適用 
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別表－５－２ 
（教職課程履修費） 

項  目 納 付 金 額 

教職課程履修学生 各学年につき     １５，０００ 円  

※ 学外での集中講座や実習活動および介護等体験や教育実習の費用、 
また、教育職員免許状の交付申請にかかる事務手続き費用等につい 
ては、その都度、個人負担とする。 

 
 
 

別表－６ 
（試験料） 

項   目 納 付 金 額 

追試験料 １科目につき             ３,０００円 

再試験料 １科目につき             ３,０００円 
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